鳥取市自主防災会連合会活動助成Ｑ＆Ａ
Ｑ１．申請者は自治会長ではだめでしょうか。

　Ａ．この助成は「鳥取市自主防災会連合会」からの助成ですので、申請者は「自主防災会　　長」または「自主防災会連絡協議会長」のみです。
Ｑ２．防災訓練・防災講習会にはどのようなものがありますか。

Ａ．消火訓練・救出訓練・避難訓練（要支援者避難訓練）・炊出し訓練・情報伝達訓練・防災講習会・救急講習会など様々なものが防災訓練に該当します。
Ｑ３．１日に２回、防災訓練・防災講習会を実施した場合も助成対象となりますか。
Ａ．１日で異なる内容の防災訓練を実施したとしても、１回として計上してください。
Ｑ４．複数の町内合同で防災訓練・防災講習会を実施した場合も助成対象となりますか。
Ａ．対象となります。ただし、鳥取市及び地区自主防災会連絡協議会主催の防災講習会・防災訓練や、他の団体が主催する防災講習会等への参加は対象ではありません。
Ｑ５．提出書類のうち、写真は必ず必要ですか。
Ａ．活動内容を確認する必要がありますので、必ず１回２枚（日付と活動内容が確認できること）を添付してください。 
Ｑ６．提出書類に、資料（町内回覧文書などの写し、指導を受けた団体の証明書等）とありますが、ほかにどんなものがありますか。
　Ａ．防災指導員、防災リーダーの「防災指導報告書」の写し、町内への開催案内の放送文、メールでの案内文（いずれも活動内容が把握できる内容のもの）も該当します。 
Ｑ７．助成金の振込口座は、「自主防災会名義」の口座以外はだめでしょうか。 
　Ａ．この助成は「鳥取市自主防災会連合会」からの助成ですので、基本的に「各町内自主防災会名義」の口座に振込みます。ただ、中には自主防災会と自治会が同一の口座を共有している町内もあることから、「自治会名義」の口座を認める場合もあります。
　　　ただし、「個人名義 」の口座は認めておりません。

お問い合せ先/鳥取市危機管理部危機管理課防災支援係
　　　　　　　　　　　　　　　　　 電　　話： ０８５７－３０－８０３４
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＦＡＸ　： ０８５７－２０－３０４２
　　　　　　　　　　　　　　　　 　ＭＡＩＬ： kikikanri@city.tottori.lg.jp
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